
 

事  務  連  絡 

福島県医療人材対策室 

各補助事業者 様 

 

令和５年度認定看護師等養成事業について 

１ 補助金請求の流れ 

  交付決定額と請求額の変更の有無等により、手続が異なります。いずれの場合でも完了報告及

び実績報告は年度内の日付で行う必要がありますので御注意ください。 

パターン別 A B C D 

 

交付決定額（交付申請額）と補助請求額 

補助対象事業費

（総事業費）の増

減 

変更なし 

変更あり 

（軽微） 

変更額が２割以内 

変更あり 

変更額が２割を超

える場合 

２割を超える場合 

医療機関→県 

↓ ↓ 

【３月２５日〆】変更承認申請書 

（第４号様式） 

県→医療機関 指令書（変更承認） 

医療機関→県 
完了報告書（第６号様式）及び 

実績額報告書（第７～９号様式・実績額算出表）、根拠資料 

県→医療機関 ↓ 
指令書 

（額の確定） 
↓ ↓ 

医療機関→県 請求書（第１０号様式） 

県→医療機関 支払い 

 

２ 額（補助額・補助対象額）の変更について 

交付決定額と請求額の差額が２割を超える場合や総事業費が２割を超えて増減した場合は完了

報告の手続よりも前に変更承認申請書を提出し、補助金額変更について県の承認を得る必要があ

ります。 

〇計算方法（以下に該当する場合は、変更承認申請書の提出が必要です） 

（補助費） 

【交付決定額（交付申請額）－補助請求額】＞【交付決定額（交付申請額）×0.2】 

（事業費） 

【（申請時）補助対象事業費－（請求時）補助対象事業費】＞【（申請時）補助対象事業費×0.2】 

○補助額の変更がなくても事業費が２割以上の増減がある場合は 表中「D」に該当します。その



場合、変更承認申請書を提出してください。 

 

３ パターン別補助金請求手続き 

A【補助額の変更がない場合】 

完了報告書（第６号様式）及び実績額報告書（第７～９号様式）、その他資料（別紙様式）

(請求金額の根拠資料）を提出してください。併せて請求書（第１０号様式）を提出してくださ

い。 

B【（補助額）変更あり（軽微）の場合】 

（１）完了報告書（第６号様式）及び実績額報告書（第７～９号様式）、根拠資料を提出してく

ださい。 

（２）県から発出される「指令書（額の確定）」を受領後、「請求書（第１０号様式）」を提出

してください。請求書には、交付決定時に県から受けた【指令書（交付決定）】及び【指令書

（額の確定）】の日付と文書番号（４健第〇〇号）※※を併記してください。 

C【（補助額）変更あり（２割以上）】及びD【総事業費が２割以上増減する場合】 

（１）令和５年３月２５日（月）までに「変更承認申請書（第４号様式）」をご提出ください。 

（２）県から発出される「指令書（変更承認）」を受領後、完了報告書（第６号様式）及び実績

額報告書（第７～９号様式）、根拠資料、請求書（第１０号様式）を提出してください。様式中

には、交付決定時に県から受けた【指令書（交付決定）】及び【指令書（変更承認申請】の日付

と文書番号（５健第〇〇号）を併記してください。 

なお、変更承認後に補助額等の変更がある場合は、「B【（補助額）変更あり（軽微）の場合】」

に該当します。 

※※令和□年〇月×日付け福島県指令健第△△△号及び令和□年×月△日付け福島県指令〇〇〇号 

 

４ 各種提出期限 

様式 提出期限 

変更承認申請書（第４号様式） 令和６年３月２５日（月） 

完了報告書（第６号様式）及び 

実績額報告書（第７～９号様式）、 

実績報告チェックリスト、根拠資料 

 

令和６年４月１２日（金） 

請求書（第１０号様式） 
実績報告書と併せて提出(日付は空欄で構いません。) 

 

５ 注意点 

（１）原本と合わせて、様式データを以下のメールアドレスに送付ください。 

（２）連絡票は、補助金振込口座確認のために必要な資料です。口座の名義等が変更となった場合

は、実績報告時に必ず提出してください。 

 

６ 提出先 

原本：〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２番１６号（西庁舎７階） 医療人材対策室 

電子データ：kango@pref.fukushima.lg.jp  


